
総務・企画常任委員会 
 
◎ 開催日時  令和２年11月27日（金） 13時20分～13時47分 
                                           
◎ 開催場所  第一委員会室 
 
◎ 説 明 員  知事公室長、総合企画部長、総務部長および関係職員 
 
◎ 議事の概要 

【総務部所管分】 

１ 付託案件 

（１）議第 153 号  令和２年度滋賀県一般会計補正予算（第９号）のうち総務部等所管部分に

ついて       

議第161号  滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例案につい

て 

   議第 162 号  滋賀県職員等の給与等に関する条例等の一部を改正する条例案について 

［結果］     議第 153 号 賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決した。 

議第 161 号 全員一致で原案のとおり可決すべきものと決した。 

    議第 162 号 賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決した。 

 

（２）議第 155 号 令和２年度滋賀県用品調達事業特別会計補正予算（第１号）について 

［結果］   賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決した。 

 

（３）議第 156 号 令和２年度滋賀県モーターボート競走事業会計補正予算（第２号）につい     

て  

      ［結果］   賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決した。  

 

【知事公室所管分】 

２ 付託案件 

（１）議第 153 号  令和２年度滋賀県一般会計補正予算（第９号）のうち知事公室所管部分に

ついて 

［結果］   賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決した。 

 

【総合企画部所管分】 

３ 付託案件 

（１）議第 153 号  令和２年度滋賀県一般会計補正予算（第９号）のうち総合企画部所管部分

について 

［結果］   賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決した。 



 
４ 委員長報告 
   委員長に一任された。 

 

 

 

 

 

 

委員会で配付された資料  

１ 滋賀県職員等の給与等に関する条例等の一部を改正する条例案（議第162号） 

  滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例案（議第161号） 

 


